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文化芸術を倉|随し、享受し、文化的な環境の中で生きる喜びを見出すことは、人々の変わらない

願いである。 また、文化芸術は、人々の創造性をはぐくみ、その表現力を高めるとともに、人々の
心のつながり明日互に瑚平し尊重し合う土壌を提供し、多様性を受け入れることができる心豊 かな

担会を形成するものであり、世界の平和に寄与するものである。 更に、 文化勤時は、それ自体が固

有の意義と価値を有するとともに、それそ、れの国やそれぞれの時代における国民共通のよりどころ

として重要な意味を持ち、 国際化が進展する中にあって、自己認識の基点となり、文化的な伝統を

尊重する心を育てるものである。

我々は、このような文化芸術の役割が今後においても変わることなく、心豊 かな活力ある祉会の

形成にとって極めて重要な意義を持ち続けると確信する。

し かるに、現状をみるに、経済的な豊 かさの中にありながら、 文化芸術がその役割を果たすこと

ができるような基盤の整備及び環境の形成は十分な状態にあるとはし、えなし九二十一世況を迎えた

今、これ まで培われてきた伝統的な文化勤rrを継承し、発展させるとともに、独倉l性のある新たな

文化芸術の創造を促進することは、我々に課された緊要な課題となっている。

このような事態に対処して、我が国の文化芸術の振興を図るためには、文化勤時活動を行う者の

自主性を尊重することを旨としつつ、文化勤時を国民の身近なものとし、それを尊重し大切にする

よう包掛句に施策を推進していくことが不可欠である。

ここに、文化芸術の振興についての基本事念を明ら かにしてその方向を示し、文化芸術の振興に

関する施策を総合的に推進するため、この法律を制定する。

第一章総則

(目的)

第一条 この法律は、文化卦府が人間に多くの恵沢をもたらすものであることに かんがみ、文化芸

術の振興に関し、 基本坦主念を定め、並びに国及び地方公共団体の責務を明らカヰこするとともに、

文化卦貯の振興に関する施策の基本となる事項を定めることにより、文化芸術に関する活動(以

下「文化芸術活動」としづ。 )を行う者(文化説持活動を行う団体を含む。 以下同じ。 )の自主

的な活動の儲隼を旨として、文化芸術の振興に関する施策の総合的な描隼を図り、もって心豊 か

な国民生活及U活力ある担会の実現に寄与することを目的とする。

(基本理念)

第二条文化芸術の振興に当たっては、文化芸折活動を行う者の自主性が寸分に尊重されなければ

ならなしL

2 文イ七割fの振興に当たっては、文化芸術活動を行う者の創造性が十分に尊重されるとともlこ、

その地位の向上が図られ、その能力が十づ士に発揮されるよう考慮されなければならない。



3 文化芸術の振興に当たっては、 文化芸術を倉出量し、 享受することが人々の生 まれながらの権利

であることに かんがみ、 国民がその居住する地蛾に か かわらず等しく、 文化芸術を鑑賞し、 これ

に参加し、 又はこれを創建することができるような環境の整備が図られなければならない。

4 文化芸術の振興に当たっては、 我が国に如、て、 文化訴時活動が活発に行われるような環境を

醸成することを旨として文化説wの発展が図られ、 ひいては世界の文化芸術の発展に資するもの

であるよう考慮されなければならなしL

5 文化芸術の振興に当たっては、 多様な文化芸術の保護及ひ溌展が図られなければならなしL

6 文化芸術の振興に当たっては、 珂蛾の人々により主榊旬こ文化芸術活動が行われるよう目躍す

るとともに、 各地域の歴史、 風土等を反映した特色ある文化芸術の発展が図られなければならな

し、。

7 文化芸術の振興に当たっては、 我が国の文化芸術が広く世界へ発信されるよう、 文化芸術に係

る国際的な交諦汲ひ買献の推進が図られなければならない。

8 文化芸術の振興に当たっては、 文化割前舌動を行う者その他広く国民の意見が反映されるよう

十づ清己慮されなければならなし、

(国の責務)

第三条 国は、 前条の基本君主念(以下「基本理念」という。)Iこのっとり、 文化芸術の振興に関す

る施策を総合的に策定し、 及び実施する責務を有する。

(地方公共団体の責務)

第四条 地方公共団体は、 基本理念にのっとり、 文化芸術の振興に関し、 国との連携を図りつつ、

自主的かっ主榊切こ、 その全日蛾の特性に応じた施策を策定し、 及び実施オる責務を有する。

(国民の関，i:;、及ひ理解)

第五条 国は、 現在及び将来の世代にわたって人々が文化郵貯を倉惜し、 享受することができると

ともに、 文化勤時が将来にわたって発展するよう、 国民の文化封切こ対する関心及ひ理解を深め

るように努めなければならなしL

(法制上の措置等)

第六条政府は、 文化訴時の振興に関する施策を実臆するため必要な法制上又は財政上の措置その

他の措置を講じなければならない。

第二章基本方針

第七条政府は、 文化封情の振興に関する施策の総針句な推進を図るため、 文化芸術の振興に関す

る基本的な方針(以下「基本方針」としづ。)を定めなければならなしL

2 基本方針は、 文化割fの振興に関する施策を総針切こ描生するための基本的な事項その他記、要
な事項について定めるものとする。

3 文音|刑判て臣は、 文化審議会の意見を称、て、 基本方針の案を作成するものとする。

4 文書附判て臣は、 基本方針が定められたときは、 適帯なく、 これを公表しなければならな川

5 前二項の規定は、 基本方針の変更について準用する。

第三章文化芸術の振興に関する基本民施策

(掛fの振興)

第八条 国は、 文学、 音楽、 美術、 写真、 演劇、 舞踊その他の卦持(次条に規定するメデ、イア卦荷

を除く。)の振興を図るため、 これらの卦"jの公演、 展示等への支援、 芸制機等の開催その他の

必要な施策を講ずるものとする。



(メディア訴時の振興〉

第九条 国は、映画、漫画、アニメーション及びコンピュータその他の電子機器等を利用した謝野

(以下「メディア芸術」という。)の振興を図るため、メディア芸術の製作、上映等への支援そ

の他の必要な施策を講ずるものとする。

(伝統芸能の継承及び発展)

第十条 国は、雅楽、能楽、文楽、歌舞伎その他の我が国古来の伝帝柏句な芸能(以下「伝統芸能l

としづ。)の紺録及び発展を図るため、伝統芸能の公演等への支援その他の必要な施策を講ずる

ものとする。

(芸能の振興)

第十一条 国は、講談、落語、浪曲、漫談、漫才、蜘目その他の芸能(伝統芸能を除く。)の振興

を図るため、これらの芸能の公演等への支援その他の必要な施策を講ずるものとする。

(生活文化、国民娯楽及び出版物等の普及)

第十二条 国は、生活文化(茶道、華道、書道その他の生活に係る文化をしづ。)、国民娯楽(囲

碁、将棋その他の国民的娯楽をいう。)並びに出版物及びレコード等の普及を図るため、これら

に関する活動への支援その他の必要な施策を講ずるものとする。

(文化財等の保存及ひ活用)

第十三条 国は、有形及び無形の文化財並びにその保存協I-T(以下「文化財等」品、う。)の保存

及。活用を図るため、文化財等に関し、修復、防災対策、公開等への支援その他の必要な施策を

講ずるものとする。

(地蛾における文化部貯の振興)

第十四条 国は、各雌戒における文化芸術の振興を図るため、各組誠における文化芸術の公演、展

示等への支援、組織固有の伝統芸能及び関谷芸能(却蛾の人々によって行われる民俗的な芸能を

いう。)に関する活動への支援その他の必要な施策を講ずるものとする。

(国際交流等の推進)

第十五条 国は、文化芸術に係る国際的な交流及ひ買献の推進を図ることにより、我が国の文化芸

術活動の発展を図るとともに、世界の文化芸術活動の発展に資するため、文化説貯活動を行う者

の国際的な交流及び文化芸術に係る国際的な催しの開催又はこれへの参加への支援、海外の文化

遺産の修復等に関する協力その他の必要な施策を講ずるものとする。

2 国は、前項の施策を講ずるに当たっては、我が国の文化芸矧守を総合的に世界に発信するよう努

めなければならない。

(部隊等の養成及。瀧保)

第十六条 国は、文化掛fに関する創造的活動を行う者、伝統芸能の伝承者、文化財等の保存及び

活用に関する専門的知識及的支能を有する者、文化到す活動の企画等を行う者、文イ調設の管理

及。漣営を行う者その他の文化封情を担う者(以下「矧f家等」としづ。)の養成及。瀧保を図

るため、国内外における研修への支援、研修成果の発表の機会の確保その他の必要な施策を講ず

るものとする。

(文化芸術に係る教育研矧幾関等の整備等)

第十七条 国は、部隊等の養成及び文化説聞こ関する調査研究の充実を図るため、文化割前こ係

る大学その他の教育研究機関等の整備その他の必要な施策を講ずるものとする。

(国語についての理解)

第十八条 国は、国語が文化勤時の基盤をなすことに かんがみ、国語について正しい瑚卒を深める

ため、国語教育の充実、国語に関する調査研究及び知識の普及その他の必要な施策を講ずるもの



とする。

(日本語教育の充実)

第十九条 国は、 外国人の我が国の文化芸術こ関する瑚附議するよう、外国人に対する日本語教

育の充実を図るため、 日本語教育に従事する者の養成及。噺(彦体制の整備、日本語教育に関する

教材の開発その他の必要な施策を講ずるものとする。

(著併雀等の保護及び利用)

第二十条 国は、 文化芸術の振興の基盤をなす著作者の権利及びこれに隣接する権利について、こ

れらに関する国際的動向を踏 まえつつ、これらの保護及び公正な利用を図るため、これらに関し、

制度の整備、 調査研究、普及啓発その他の必要な施策を講ずるものとする。

(国民の鑑賞等の機会の充実)

第二十一条 国は、広く国民が自主的に文化説|すを鑑賞し、これに参加し、又はこれを創宣する機

会の充実を図るため、各却蛾における文化芸術の公演、展示等への支援、これらに関する情報の

提供その他の必要な施策を講ずるものとする。

(高齢者、 障害者等の文化矧守活動の充実)

第二十二条 国は、高齢者、 障害者等が行う文化到す活動の充実を図るため、これらの者の文化芸

術活動が活発に行われるような環境の整備その他の必要な施策を講ずるものとする。

(青少年の文化封持活動の充実)

第二十三条 国は、青少年が行う文化説持活動の充実を図るため、青少年を対象とした文化割fの

公演、展示等への支援、青少年による文化芸術活動への支援その他の必要な施策を講ずるものと

する。

( 学校教育における文化割拍動の充実)

第二十四条 国は、学校教育における文化封持活動の充実を図るため、 文化芸術に関する体験学習

等文化部情に関する教育の充実、掛町家等及び文化謝守活動を行う団体(以下「文化到す団体」

としづ。 )による 学校における文化芸術活動に対する協力への支援その他の必要な施策計背ずる

ものとする。

〈康l腸、音楽堂等の充実)

第二十五条 国は、劇腸、音楽堂等の充実を図るため、 これらの施設に関し、自らの設置等に係る

施設の整備、公演等への支援、部情家等の配置等への支援、 情報の提供その他の必要な施策を講

ずるものとする。

(謝陪官、欄棚、図書館等の充実)

第二十六条 国は、動|櫛、開娘官、図書館等の充実を図るため、これらの施設に関し、自らの設

置等に係る施設の整備、 展示等への支援、勤時家等の配置等への支援、文化芸術に関する作品等

の託甥:及び保存への支援その他の必要な施策を講ずるものとする。

(地j或における文化芸術活動の場の充実)

第二十七条 国は、国民に身近な文化部持活動の場の充実を図るため、各地誠における文仕施設、

学宅描設、担会教育施設等を容易問Ij用できるようにするための措置その他の必要な施策を講ず

るものとする。

C公共の建物等の建築に当たっての配慮)

第二十八条 国は、 公共の建物等の建築に当たっては、 その外観等について、周囲の自糊句環境、

地域の歴史及び文化等との調和を保つよう努めるものとする。

(情報通信樹|守の活用の描隼)

第二十九条 国は、文化卦貯活動における情報通関矧守の活用の推進を図るため、 文化勤時活動に



関する 情報通信ネットワークの構築、美締官等における情報通信樹貯を活用した展示への支援、

情報通信捌柁活用した文化郵貯に関する作品等の詔最及び公開への支援その他の必要な施策を

t背ずるものとする。

(地方公共団体及び民間の団体等への情報提供等)

第三十条 国は、 地方公共団体及び民間の団体等が行う文化説貯の振興のための取組を促進するた

め、 情報の提供その他の必要な施策を講ずるものとする。

(民間の支援活動の活断七等)

第三十一条 国は、個人又は民間の団体が文化芸術活動に対して行う支援活動の活性化を図るとと

もに、文化掛町活動を行う者の活動を支援するため、文化芸術団体が個人又は民間の団体 からの

寄附を受けることを容易にする等のための税制上の措置その他の必要な施策を講ずるよう努めな

ければならない。

(関係機関等の連携等)

第三十二条 国は、 第八条から前条まで、の施策を新加こ当たっては、 勤情家等、文化部情団体、

学校、文化施設、 社会教育施設その他の関係機関噂の間の連携が図られるよう酉自重しなければな

らない。

2 国は、 勤糠等及び文化勤個体が、 学校、 文化施設、 担会教育施設、 樹雌設、 医療機関等

と協力して、 地域の人々が文化到すを鑑賞し、これに参加し、又はこれを倉l障する機会を提供で

きるようにするよう努めなければならない。

C顕彰)

第三十三条 国は、 文化掛守活動で顕著な成果を収めた者及び文化到すの振興に寄与した者の顕彰

に努めるものとする。

(政策形成への民意の反映等)

第三十四条 国は、文化割守の振興に関する政策形成に民意を反映し、その過程の公正性及び透明

性を確保するため、 郵持家等、 学調経験者その他広く国民の意見を求め、これを十分考慮した上

で政策形成を行う白昼みの活用等を図るものとする。

(地方公共団体の施策)

第三十玉;条地方公共団体は、 第八条から前条までの国の施策を勘案し、その地蛾の特性に応じた

文化説荷の振興のために必要な施策の推進を図るよう努めるものとする。

附則

傭行期日)

1 この法律は、公布の日 から拡行する。

(文官除}学省設置法の一部改正)

2 文捌ヰ学省設置法(平成十一年法律第九十六号)の一部を次のように改正する。

第二十九条 第一項第五号中「著附雀法(昭和四十五年法律第四十八号-) Jを「文化割守振興基

樹去(平成十三年法律第百四十八号) 第七条 第三項、 著併雀法(昭和四十五年法律第四十八号-) J 

に改める。



文イ回訪問棋基本法案に対する附帯決議練鵡斑文部科学委員会)

政府は、利去の施行に当たっては、次の事項にっし、て阻害Iをすべきである。

一 文化芸術の振興に関する施策の策定及び実施に当たっては、必要な財政上の措置等を適切に講

ずること。

二木法は文化割守のすべての分野を対象とするものであり、例示されている分野のみならず、例

示されてし、なけ朔にっし、ても、ネヰ去の対象となるものである。 文化芸術の振興に関する施策を

講ずるlこ当たっては、その取扱いに差異を設けることがないようにすること。

三 我が国において継承されてきた武道、相撲などにおける伝統的な様式表現を伴う身体文化につ

いても、対去の対象となることに かんがみ、適切に施策を講ずること。

四 文化芸術の振興に関する施策の実施に当たっては、文化芸術活動を行う者等広く国民の意見を

適切に反映させるよう努めること。

五 文化芸術の振興に関する施策を講ずるに当たっては、文化部|稲動を行う者の自主性及び倉l雌

性を尊重し、その活動内容に不当に干渉することのないようにすること。

文イ閣樹規興基本法案に対する附帯決議(参謝涜文教科学委員会)

政府及び閥系者は、対去の樹子に当たっては、次の事項につして特段の町意をすべきである。

一 文化芸術の振興に関する施策の策定及び実施に当たっては、 必要な財政上の措置等を適切に講

ずること。

二本ヰ去は文化芸術のすべての分野を対象とするものであり、例示されている分野のみならず、例

示されてし、なしゅ野にっし、ても、ヰヰ去の対象となるものである。 文化部情の振興に関する施策を

講ずるlこ当たっては、その取扱いに差異を設けることがなし、ようにすること。

三 文化勤時の振興に関する施策の実施に当たっては、文化芸計指動を行う者等広く国民の意見を

適切に反映させるよう努めること。

四 文化芸術の振興に関する施策を講ずるに当たっては、文化芸矧拍動を行う者の自主性及び看|随

性を十分に尊重し、その活動内容に不当に干渉することのないようにすること。

五 我が国において継承されてきた武道、相撲などにおける伝細句な様式表現を伴う身体文化につ

いても、本法の対象となることに かんがみ、適切に施策を講ずること。

六 我が国独自の音楽である古典邦楽が、来年度 から学校教育に取り入れられることに かんがみ、

古典邦楽教育の充実について面白置すること。

七 小中 学校における芸術に関する耕ヰの授業時数が削減されてしも事態に かんがみ、児童期の芸

併f教育の充実に画自重すること。

右決議する。


